
 いんくる第 15号 

2025年 2月 3日 

各位 

特定非営利活動法人いんくる 

こども発達支援 いんくる 

管理者 岡本 実 

 

児童の権利擁護に関する研修会の開催について（案内） 

 

 寒冷の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、障害のある児童の支援について、ご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。 

 さて、2024年度の報酬改定に伴う省令の改正により、障害児支援における子どもの最善の利益

を保障するため、事業者に対し、子どもや保護者の意志の尊重、子どもの意思の尊重と最善の利

益の優先考慮の下での、支援の提供を行うことが求められることとなりました。 

当事業所でも権利擁護の観点から障害のある子どもの支援内容の検討や見直しを行ってきたと

ころですが、2024年度より障害児支援についても、子どもの意思の尊重や最善の利益優先考慮の

取り組みが義務化されたことに伴い、改めて、児童福祉がご専門の横山順一先生をお招きし、児

童の権利擁護について、その基本から学ぶ機会を持つことになりました。 

せっかくの機会ですので障害児支援に携わっている事業所の方にも案内をさせていただくこと

になりました。 

参加を希望さる方は、下記担当までご連絡ください。 

 

記 

 

 1.日時：2025年 2月 20日（木）16時～17時 30分 

 

 2.講師：横山順一先生（山口県立大学社会福祉学部） 

 

3.演題：「こどもの意志の尊重、最善の利益の優先考慮を考える」 

 

 4.会場：こども発達支援いんくる 発達支援室 

     （〒753-0046 山口市本町二丁目２番 24号      083-920-3535） 

 

 

○本件の担当 

〒753-0046 山口市本町二丁目２番 24 号 

 こども発達支援いんくる 中野・岡本 

 ☎ 083-920-3535 Fax 083-920-8338 

 E-mail：inclu_01@c-able.ne.jp 


